
令和７年度三次市教育委員会等クマ出没対応マニュアル 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クマの出没情報 
 

□職員の緊急招集、情報共有と対応協議 

□通学路の安全確保 

・教職員等による巡回・立哨・出迎え等 

・警察・三次市教育委員会・支所への連絡（警察への支援要請） 

・一斉休校や登校時における通学手段の必要性の判断（教育委員会） 

□保護者への連絡（ｔｅｔｏｒｕによる配信等） 

・情報を正確に伝達（登校時の注意事項指示） 

・自家用車等での登校依頼➡ 保護者等が送迎できない場合の対応 

・付き添いや見守り等の依頼 

 

 

□子どもの安全確保 

・全員の所在確認 

・教室（屋内）への避難及び待機 

・屋外での活動の制限 

□職員間での情報共有と対応協議 

・警察・学校教育課・社会教育課・児童クラブ等（放課後子ども教室を含む）への連絡 

□児童生徒への連絡 

・業間時間・昼休み時間の過ごし方の指導 

□保護者への連絡（ｔｅｔｏｒｕによる配信等） 

・情報を正確に伝達 

・学校の具体的な対応（児童生徒の保護者への引き渡しまでの手順を含む） 

 □職員間での情報共有と対応協議 

・下校手段の検討、児童クラブ等との連携 

□通学路の安全確保 

・職員による巡回・立哨・付き添い等 

・警察等への支援要請 

□児童生徒への連絡 

・下校時の注意事項伝達、下校時刻及び下校方法（集団下校、保護者への引き渡し等）の徹底 

□保護者への連絡（ｔｅｔｏｒｕによる配信等） 

・下校時刻及び下校方法（集団下校、保護者への引き渡し等） 

・迎えや見守り等の依頼（可能な範囲で自家用車等での送迎依頼） 

・保護者等が送迎できない場合の下校手段の確保 

・熊鈴等の対策を確認 

□保護者への連絡（ｔｅｔｏｒｕによる配信等） 

・最新情報の提供➡翌日の登校方法等 

学校が実施する通学路の安全対策 

休日等、校外での過ごし方の指導 

・熊鈴の着用等熊対策の通知 

・不安を訴える子どもの確認と心のケア依頼 

 

緊急対応が必要か

か？  

最新情報の収集及び状況に応じて、教育委員会・警

察等関係機関等の連携  教職員・保護者と連携 

登 

校 

前 

在 

校 

時 

下 

校 

時 

継
続
対
応 

 

基準 

●学校の近くに出没した●人に危害が加えられた 

●主要通学路に出没した 

必要ない 

必要 



クマ出没時の連絡体制（連絡網） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

○学校に目撃情報等が寄せられた際には、教育委員会に第一報を。 

○緊急性が高い場合は、警察署・各支所にも速やかに連絡を。 

各小・中学校 保護者 

警察 
・１１０番 

・三次警察署 

0824-６４-０１１０ 

 

三次市教育委員会 
・学校教育課 

0824-６２-６１８１ 

・社会教育課 

（児童クラブ・子ども教室） 

0824-６２-６１９０ 

 

関係各機関 
川地中学区内各校 

青河小 

（68-2349） 

川地小 

（68-2833） 

川地中 

（68-2015） 

川地保育所 

（68-2731） 

子ども教室 

（67-3701） 

 

市役所関係課 
・危機管理課 0824-６２-６１１６ 

・農政課     0824-６２-６１６２ 

・保育課（保育所）0824-６２-６２８７ 

・各支所 

 

【報告事項について】報告様式にて提出 

○目撃日時・時刻○状況（通報者・目撃場所・クマの様子等）○対応 

 
 

 

 


